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第 1章

計画の策定にあたって



計画の策定にあたつて

1計 画の策定趣旨

コ戎11年 6月 に男女共同疹回社会基本法が施行されてから 今 年で 1年 目を

迎えます。

寒川町では、平成 12年 3月 に 「さむかわ男女共同参面プランJを 策定し 平

成 12年度から17年度までの 6年 間を実施期間として推進に努めました こ の

間、男女がともに主体性をもった生き方を自由に選択し い きいきとした人生

を送ることができ 性 別によって役割を押しつけられることなく、個人の人権

が尊重され 多 様な生き方を追求でき、社会のあらゆる分野に主体的に参画で

きる男女共同参両社会の形成に取り組みました。

その問 国 では '配偶者からの衆力の防止及び被害者の保護に関する法律 (配

偶者黒力防止法)Jの 常」定や改正 「青児体業 介 護体業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法々Jの改正 「次世代育成支援対策推進法」の“J定

神奈川県では 「神奔川県男女共同参面推進条例Jの 制定など 社 会情勢の変化

に応 じた法律や条例の整備が行われました。

こうした国や県の動向に対応する形で 町 では平成 18年 3月 に 「第二次さむ

かわ男女共同参画ブラン～男女がともに師くように～Jを 策定し 平 成 22年度

までの 5年 間を実施期間として 引 き統き男女共同参画社会の形成に取り組ん

できました。

「第二次さむかわ男女共同参画プランJの 策定から 5年 が経過し こ の間に

も 「女性の再チャレンジ支援ブランJの 策定や改定 「雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (男女濯用機会均等法)Jの改正
「配偶者果力防止法」の改正 「仕事と生活の調和 (ワーク ラ イフ バ ランス)

憲章J及 び 「仕事と生活の調和推進のための行動指4tJの 策定など 男 女共同

参画に関連 した新たな法改正や指針害の策定がありました。

しかしながら 平 成 22年 2月 に町が実施 した 「男女共同参画社会に関するア

ンケー ト (町アンケー ト)Jの 結果では、男女が平年になっているかという門に

対 して 「社会通念、習慣 し きたりな的 では、「そう思わないJ「どちらかと

いえばそう思わないJを合わせた「思わない」といラ人の割合が男性全体の49%、

女性全体の 64%を 占めています。同様に 「社会全体J「職場の中で」「政治の場

でJに ついても 平 等だと 「思わないJと いう人の割合が 「思 うJと いう人の

割合を大きく上回つています。

また 全 国的傾向としてはデー トDVな ど 既 存の法制度で定義しきれない

現代的課題も頭在化してきていま汽

こうした状況から、町におけるこれまでの男女共同参画社会の形成に向けた



8f回の算定にあたつて

取り組みはいまだ十分とは言えす 近 年のFpHttlR向に対する認識を新たにしな

がら 男 女がともに 自 らの能力を発想 し 個 性を仲ばし 自 由に生き方を通

択できる社会をつくるという取り組みが ,き 続き必要であると考えます=

折しも国の第 3次 男女共同多画基本,|四iと時期を同じくしての策定となりま

した。日の動向には十分留意しつつも 原 則的には前回の 「第二次さむかわ男

女共同参画ブランJを ベースに 法 改正等の動きや町アンケー トの結果を踏ま

えながら 寒 )町 の現状に対応 したま1面として こ こに 「(仮称)第 3次 さむか

わ男女共同う回プランJを 策定するものです。

2計 画の性格

この計画は 寒 川町総合計画 「さむかわ2020プランJに 基づく分野別の基本

「l面の一つであり 寒 川町における男女共同参画社会の形成を目指す上での、

言わば道じるべとなるものです 町 民 "業 所 そ して関係各機問や町が そ

れぞれの立場には じた役割を十分に共たしながら そ れそれの場面で取り紅む

ことが求められる実行計画です

3計 画期間

この言1画の実施期間は ,状 23年度から平成27年度までの5か年とします。

なお 社 会情勢の変化などによリ ピ 要に応 じて見直しを行います。

平成 23年 よ 十平成 24年 度

e011年 度)|(2012年 度)

平成 25年 度

e013年 度)

H'せ26年度

(2014年度)

平成 27年 壊

(2015年よ)

ヽ平成 32年度

～(2020年度)

(仮弥)第 3次 さむかわ男女共同争回プラン

寒"回r諮合31uu F =むかわ 2ωOブ ラン1鬼 ホ|1両

(前獅ヽ2011+r t  後 期 2012～2020年 度)



第 2章

計画の考え方



8t画の書え方

1 基 本理念

『男女共同蜘 社会の形劇

平成11年6月に海行された男女共同李両社会基本法には  「男女共同歩画

社会の形成Jに ついて次のように定義されています。

男女が、社会の対等な博成員として、自らの意8に よって社会のあらゆる

分野 こおける活動に参画する機倉が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会du及び文化的利益を事受することができ、かつ、共に責任を担

うべき社会を形成することをいう。

寒川町では、 「男女がともに 自 らの能力を発揮 し 個 性を伸ばし、自由

に生き方を選択できる社会をつくること」お`、 1男 女共同歩固社会の形成』
という基本理合の実現につながると考えます。

そのためには 個 人個人のき機の向上はもちろんのこと に 別による固定

的な役割分担者鼓にとらわれない価値親や社会の仕組みをつくることが必要
です。

この計画では、基本理念の実現に向けた基本的な考え方を3つに整理し

それぞれ次のように定めて 寒 川町における男女共同参画社会の形成に取り

組みます。

<基 本的な考え方>

(1)人 権が●Eさ れ、男女が平等な的略社会づくり

人権の率望と男女平等は 基 本的人権として日本国憲法に明紀されていま

す 。

しかし 現 実の社会の中では 女 性が女性であるというだけで そ の能力
を発揮する機会を十分に与えられなかつたり そ の能力や実績を正当に評価
されないといつた不平等が

~WEし
ています。

こうした不平等のもとには 働 はこよる固定的な役割分担意磯など 幅 つ

た男女観があう 女 性に対して不利atなだけでなく 男 性の生き方の自由な
選択を阻むことにもつながつています。
そのような差別や幅見をなくし そ れtttひ とりの個人としてキ■され

平等に扱われることが必要です

(2)男 女が自立し あ らゆる分野にウ回てきる地域社会づくり
男女平等の意誠は広まつているものの 現 実的には家庭 地 域 職 場など

で 「男だから 女 だからJと いう固定的な役割分IB意識がまだ残つていま
え
真に豊かな社会を実現するためには 男 女ともに自立し性列にかかわりな

く個人を尊重するという意議をやつことが大切です。



計画の考え万

(3)い きいきと安bし て喜らせる地域社会づくり
It城社会は そ こに住む人々やそこで活動する人々が二いに支え合 うこと

が大切ですが ラ インスタイルの多能化により人々の地域社会への関心が討
れてきています。

男女ともに 健 fFで い さいきを安心して暮らしていくためには 地 域社
会において そ こでかかわり合う人々の連帯意識を醸成することが必要です。



Bl回の書え方

2 基 本目榛

基本理合に基づいて 男 女共同参画社会の形成を実現するため 次 の4つの

基本目標を担げ、具体的な事業を展開しまえ

I あ らゆる分野での男女共同夢画の促進

職場や地域などあらゆる分野において、男女が社会の対等な構成員として

参回できることは 男 女共同参両社会の形成にとつて不可欠なことです。特

に 女 性が残策や方at決定過程 団 体の意思形成の過程に関わることは、社

会の祥蔵民の意思を題切に反映する意味でも重要です。

全国の女性層用者家は、全JE用者数の約4割 を占め、コ戎21年 度までの

5年間のlHびは微増ながら増加傾向を示しているものの 十 分であるとは言
えません。町の客議会等への女性の参面についても、まだまだ十分とは言え

ません。
また、自活全などの住民活動という観点で見ても 女 性の参加そのものは

多いもののサーダー的立場での参函となると、まだまだ少ないのが現実です

そこで、事業所等をはじめ様々な場面に女性が登用されるよう促進すると
ともに、女性/1様々 な分野にチャレンジしていくための憲綴啓発や学習機会
の充実を図りま抗

[ 男 女の大張の尊重

男女共同,画 社会の形成は、

れ、個人が自由な意思のもと、

求められます。

化別にかかわらす一人ひとりの人権が尊重さ

各分野でIIL力が発揮できるようにすることが

そこで、男女の人権尊重の言議啓発と4B康事業 情報控供の充実を図ります

IE 仕 手と生活の霞和 (ワーク ラ イラ バ ランス※〉推進のための環境づくり

男女共同じ画社会の形成によって 雄 もが仕事と家庭生活 地 域生活 個

人の自己啓受や趣味など様々な活動について 自 ら希望するバランスで穏和
のとれた生活ができることを目指します。

そのためには、男女ともに、その価値観やライフスタイルに応 じた多様な

働き方ができるような労働環境と 仕 事と家庭 地 域活動との両立が可能な

環策をつくることが求められます。

そこで、男女雇用平等の意識啓発や労働相談に関する情報の提供 保 青凍

境の充実や宗専 吉 児 介 護などへの男性の参加促進などを日ります。

※ワークライフ バ ランスi仕事と生活の温和。著者痢女鮭もが仕事、嫁露生活、
地域生活、日人の自己菖発 趣 味など標々なる動について、自ら希望するバラン
スで民関でき 多 様な生き方が選択 冥 最できるようになること.



8t画の言え方

V 男 女共同チ田社会実現のための意浄づくり

男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域 家 庭や学校と
いったそれぞれの場で 町 民一人ひとりが 性 別による固定的な役割分を音
誠を見直していくことが必要です。

そこで 職 場や地城において男女平年意識や男女共同参画についての理解

を深めるための研修や韓演会などを実施することにより 町 民への意議啓発
を図ります。

また 家 庭において男女共同参画者8tの醸成を図るとともに 学 校におい

ては男女平等教育推進と学校教育関係者への意識啓発や研修の充実を図りま

す。
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第 3章

施策の展開



批場やすし城などあらゆる分野において 男 女が社会の対学な神成員として

参画できることは 男 女共同参両社会の形成にとって不可大なことです。特

に 女 14が政策や方針決定過程 団 体の意思形成の過程に関わることは 社

会の得成長の意思を適切に反映する意味でも重要です

全国の女性雇用者数は 全 雇用者数の約4割 を占め 拘 戎21年 l■までの

5年 間の伸びは微増ながら増加傾向を示しているものの 十 分であるとは言

えません (グラフ3ヨ粉  町 の審議会等への女性の参画についても ま だま

だ十分とは言えませんt

また 自 治会などの住民活動というlL点でえても 女 性の参加そのものは

多い()ののリーダー的立場での参画となると ま だまだ少ないのが現実で

す

そこで 事 業所等をはじめ続々な場面に女性が登用されるようlPt逆すると

ともに 女 性が様々な分野にチャレンジしていくための意識啓発や■切社会
の充実を図ります。

基本目|ヨ1あ らゅる力野での男女共同0画 の促進

基本目標

I あ らゆる分野での男女共同参口の促進

グラフrlE周書叡及び□瑠吉総叡に占める女性割合の推移

一 まに足月すMを 8印 ― =内 打蜘 4 H p _ =月 ・E… うヽまに綿 るH●

資料 1嘩生労働省 「平成21年 販働く女惟の突18J



施策の基本的方向

西本目lR Iあらゆる力野での男女共同9画 の促遭

町も含めて 事 業所年における女性従業員の割合や管理職に占める女性の

割合は 依 然としてない水準にあります。
また 町 の著議会等への女性の移画についても 委 員構成における男女比

に配慮するよう努めてはいるものの ま だまだ十分な状況とは言えません

(グラフの0照 )。

自活会をはじめとする様々な住民活動のは況を見ても 却 性リーダーの存
在については ま だまだ少ないというのが現実です (グララ③参や 。

こうした状況を踏まえ 職 場や地域において女性が積極的に参画し 社 会
の構成員としての意思を適切に反映できるように 町 の様々な政策や民間団

体の方針決定過程における女性の譲画機会の拡充を促進します。

グラフ②寒川8j雷議会等における女性霞員比率

比率(")
白,

30

25

20

15

1 e
i時 点

Iア■ 1 1841 1941 2041    2141(年 号 ,平成)

内閣府 「地方公共団体における男女ネ向つ回社会の形成又は女性に
関する施策の艦差状況」より作成

グラフ③政策 方針決定過程などへの女性のゆ団状況 (寒川田)

く日湾会長 (20自お会)> くとと,iA会 ,り 中ヽ学複g慎 )>

女性 ( 3人 )

30ネ

911印町民蝦幌卸田民醍88べ (平成22年 7月 l BtttE)



基本日幅Iめ らゆる分野での男女共同●画例足逆

臨策の内事

(1)や 韓所等への女性登用の促速

町内の各事業所等に対して男女の雇用機会均等の啓発を行い、女

性の雇用を促進するとともに 管 理職への積極的な女性整用をlt進

しまう。

(2)町 書機会等への女性委員の登用

ポジティプ ア クション(積極的改善措置)Xを 推進するため 男

女が均衡のとれた駒我比になるよう女性委員登用事の日標値を30%

に段定し そ れぞれの寄議会等に相応 しい意見の反映ができるよう

にします。

※ポジティブ アクション (相爆的改首措置):男 女が社会の悔成nと
して、自らの意8に よって社室のあらゆる分野における活動に0回 する
機室に係る男女間の憎査を改善するため必要な範囲内において、男女の
いすれか一方に対し、当核機念を7R極的に提供することをいい、男女共
同鬱画社会基本活第2条第2]に おいて規定されている。

(3)住 民活騎などにおける女性リーダーの登月のlE進

リーターとしての積極的な登用を促進するとともに 住 民活動ヘ

の女性の参加をよリー層促連することにより 将 来ツーターになる
べき女性を育てようとするものです。

職場や地城において女性が積極的にリーターとして活醸するためには 所
属する組織が積極的な封と登用を推進する一方で 女 性自身の意般啓発や能
力開発が必要です。
そこで、政業や住民活動について積極的に取り組む女性のために 経 と等

による舌醸啓発や技力開発、様々な情IR佐快による焼戦 再 就職の支観を行
います。

施策の内害

(1)女 性の人材青成の充茉

女性がその個性と能力を発揮して、これまで女性が少なかつた分
野や管理職整用など政策や方針の決定過程への参面を目指すための

意臓啓発や、キャリアアップに必要な能力開発の機会充実を図りま
す。

(2)女 性の社会ウ回に関する情報握快

資鵜ユ得やスキルアンプのための統座情報や成職 再 就職など採
用に関する情報を提供します。

施策の基本的方向



基本目標I男 女の人権の尊重

基本目標

I 男 女の人権の尊重

男女共同参面社会の形成は 性 別にかかわらず一人ひとりの人権が韓二さ

れ 個 人が自由な意思のもと 各 分野で能力がtL海できるようにすることが

本められます。
そこで 男女の人権尊重の意識啓発ど相談章業 情報提供の充実を図ります

rF力は い かなる理由であろうと決して許されるものではありませんが

配偶者などからの果力 (ドメスティンク バ イオレンス 以 下 fD VJと 言

う。)や 性的な縦がらせ (セクシュアル ハ ラスメン ト 以 下 rセクハラJ

と言う )は  残 合ながら身近なところで実際におきています(グラフ14参照)

昨今では な 人間士の間における黒力 (以下 「デー トD VJと 言 う。)も

頭在化 しており 社 会的問題になりつつあります。
DVに ついて国では 平 成13年に配損者暴力防止法を制定し そ の後実態

に対応する形で法改正するなど、松■者の支援について法整備を行つていま

う。
町でも DVや セクハラについて 技 害防止のための町民への意識FOf発を

積極的に行うとともに 被 告者のための支接体制の充実を図る必要がありま

す。
そこで、DVに 関する情報提よやセクハラ防止の研修会等の開催により

町民や事業所等への吉説啓発を行うとともに DV相 談や緊急一Ⅲ保護事業
による被誉若への支援を推進するなど DVや セクハラの防止対策を推進し

ます

施策の内容

(1)配 侶者などからの暴力防止に関する意識啓発と校害者への支援

DVに 関する様々な情報を発信 し 町 民がDVの 複害者にも"8害

者にもならないよう意識啓発を図ります。

また 被 告者が最初に接する相談窓日として 関 係機関との連携

により被害者の保護を行います。

(2)セ クシュアル ハ ラスメント防止対策の推進

広報紙などでセクハラけ上のための情報を発信 し 町 民への意識

啓発を図るとともに 人 権相談や関係機関での相談な日についての

情報を提供 します。

施策の基本的方向
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グラフ④職場 地域 学 校 家庭などでのハラスメント等

0セ ク′ヽラを受けた (男性)
ことがある (女性)

0′ ワヽハラを空'た  (場に)
ことがある (女性)

◎OVを 受けた (男性)
ことがある (女性)

etク ′ヽラをした (身桂)
ことよある (女性)

O′ヽ ワハラをした て身に)
ことがある (女性)

0。 Vを した (BI忙)
ことがある (女性)

③身近 =見聞宮した (寓任)
ことがある (女性)

の身近な人から柏旗を (宮ほ)
■すたことお(ある  (女 FI)

②自分の周りに受けた (草性)
人はいないと_Bう  (女 性)

34

86

85

98

93

98

99

97

,9

06

99

フ6

7a

00

3,

３４

３６

65

6ユ

20%      40%
。接当 ●非接当

100%

【0さ

人権問題は 性 別や職種 年 齢 国 籍などにかかわらす様々な場面でおこ

りうることです。権力や地位を利用した嫌がらせ (本ヮーハラスメン ト 以

下 「パワハラ」と言う。)や 人種差別 子 どもや高齢者など社会的弱者への

店行といつた榛々な人権侵害への対ぶと防止対策が求められています (グラフ

⑤参照)。

グラフ⑤児童虐4専相談件叡及び高齢害虐待相談件数

基本目標 E男 女の人権の尊重

国 Ⅲ町 「男支共同参画社会に画するアンケート (平成22年 2月 )楽 討盗実Jよ り

2 6   6
平成18年度

tt

31   13
平成19年度 平成20年度   平 成21年度

● 高 臨者唐待相酸作数児童控持相敵件数

児童虐待相敵件数 :

高88吉虐待相談件敷

神奈川県中央児重相訟所調べ

1奪"町 地域包括支援センター誼ベ

瓶策の基本的方向

1 1



基本目標工男女の人権のを埜

滝策の内害

(1)人 権侵書に関する支tB

各種の相談業務の実施や関係機関との連携を田るとともに、広報

紙やホームベージ、町施設を通 して人権担害の防止についての情報

提供により、町民の意識啓発を行います。

心身ともに健康で自立した生活を送ることは 男 女を問わす様々な分野に

おいて 個 人がそのやてる能力を発揮し活囲するための大前握です。

そして 一 人ひとりの人権が尊重され 十 分にその能力が発揮されるため

には 男 女がお互いの性についてよく理解し、尊重することが大切です。

施策の内事

(1)男 女の心とからだの健康づくりへの支ほ

心身の健康保持や増進のために 町 民の健康づくりを支援 します

(2)と の尊重に関すると出害舜

男女がお工いの性を単■し 女 性の生置を通じた健康の保持増進

を図ります。

(3)に 教育の充実

発達段階に応じた適切な性教育や性に関する情報提供の充実を図

ります。

施策の基本的方向
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基本目lgⅡ 仕事と生活の隠和鷹進のための環境つくり

基本目標

lll仕事と生活のヨ和(ワークライフ′ヽ
・
ラシス)推進のための緑境づくり

男女共同参両社会の形成によって 確 もが仕事と家庭生活 lt城 生活 個

人の自巳啓発や趣味など榛々な活動について、自ら希望するノ`ランスで調和
のとれた生活ができることを日指します。
そのためには 労 女ともに そ の価値観やライフスタイルに,よじた多様な

働き方ができるような劇勁奏境と 仕 事と家庭 地 域活動との両立が可能な

環境をつくることが求められます (グラフC00鬱 め 。

そこで 男 女雇用平等の慧議啓発や労働相談に関する情報の提供 保 育環

境の充実や家草 育 児 介 護などへの男性の参加促進などを図ります。

クラフ0「仕事J「露盛生活J「地域 個人の生活」の関わり方の理想と現冥

覆室(身に,

現実1まに|

Oχ

0

●

国

0

日

ロ

ロ

ロ

寝"町 「男支共同参画社会に関するアンケー ト (平成22年 2月 )其 8111実」より

X「 現実どは実際に 'ヽほ生しているJこ とを安 したもの 例 えば男性は 別 想
ては 「■:,を 医先した,J人 工J9比 だが 現 実は30弘の人が 「仕布を(■ して
いる,と い うことを安している

20“          40西
「仕事Jを優先したい
「家庭生活Jを優先したい

機営j督皓部蒼堅亀浮智:3ヒ営発したぃ
単ま置欝 運晃か紹矢る盤擢灘溢 たぃ

先順位はつけられない
わからない
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理本目相I住 口と生活の爾和確達のこめの日娘づくり

グラフ〇自分がお望する時間の取り方のために必要なこと (tEEl)(凛叡回答)

0     1 0    ″O    m    “ o    l o    o o (“ ,

と,0,″ "ち ヽ0■ と

t■ 0■ ,,々 く“工 よ

=い 0,日 X■■,■ =
(●=外 ,ヤ |`ど )

●い な ,取 五コ t,trしてくに“tr

lH"革 工やヽ ●r,■ 広! に ,と=,
内"す と【■=す 0たう0中 41JEコ 宮ヽ Aに

お″,こ や超lf田■8“ ゥ■コと,
コ"承  ■■り4お ,■ レヽrt4■ ″'“ “

ほ"所″どな■とtと ⅢⅢ ■tl`
面と,、rboぉ 口"tt■ ホ々 よ

内剛,電 女共同鬱画局 「電女のライラスタイルに88する感語寓否(平成21年 9月 」より

=O ttS

グラフ0■■と生活の調和を実現しやすい社きにするために、
こと く性月U)〈Ft数回答)

ち0

岳はない=力 か(

て=ち ",コ Ⅲ車 ,Hぇ

,■ 4●EEⅢⅢア ヘ0い わ 1,

F■ 所■め菫い

r●Fヽへ0な 峡宮理

行政に期待する

(い)
的   7o

000

6ち“

”
車
７

r l  D
E 0●例 u

力小,,い
10Ⅲ
,
,20

内閣府男支共RB,面局 「男支のライフスタイルに問する恵膝閣否(平成21年 9月〕Jより

こ 0
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施策の基本的方向

基本目傾I仕 事t生 活の潤和推進のための環境づくり

クラフ⑥制度を実際に利用するに当たって、8も■要なこと (性月J 年代局」)

男女共同夢画社会の形成にとって、男女E用 機会均等法や労働基準法など
の関係法合に基づいて、事業所等における労崩環境が整備されることは と

ても重要です (グラフ③翻紛 。

例えば、男性の有児や介稼の体策取各が進まない要因として、男女間の賃

金格差がなかな力解 消されないことが非げられています 6o参 照)。

と合に基づく男女平等な雇用など雇用景境整備の意較啓発を図るとともに

雇用環境改善のための様々な諦座や相藤業務について 情 報握後を行います

`まと,
1い       い        い        0       蕊         ヽ

〔】E】
車          “い

車

コ=【

"と に

0● ヽ

"■ 1ヽ

8at

●,よ 縄忘0電 ほ

口上コ章OHの こ″

●ロエ4■ コEや 驚"mOお 申忠““の問●■untためとぃ

コ
望 盤 却 輩

壇" m b材 田使4 `り 蔵=貰 , ,区 めr l  mよⅢ ヮヵ 〔コ ,る″ヽン

OJE,知 0し,申 ●本人の■四=0

口iOと

口 ヽS学 卜 ｀

肉田椅男女共同参画局 「男女のライラスタイリしに関す3m18査 (平成21年 0月ル より

LIヽ

ｒ
）



基本目標ll仕事と生活の網和推達のための螺幅づくり

郵O男女割平お貫金 (員金串頓)の描移と男支間ほ差
(草lE I Ⅲ 常章)

■
身  ほ
平均受査

女 に

V方【生

ｍ

芝

女”

を
11

,  ■
■均【0

々 と

平均女壱

向

技

女Ｚ

荘

rrt,年 3菊 ," J0470じ 55 0 半減 2年 "Ⅲ Ⅲ0 26o 010 02 ,

平成0年 362 150 0々2 260 66 0 半ボ10年 "m四 。
A F 3 1  6 m

伍 6

平配“年 35'930 2い 050 660 平Ⅲ ll年 3,7 ,60 夕|`Ⅲ Ⅲ Ⅲ 2

,■ 5年 37●g抑 ″,'西 臣 6 子波 ●年 孤 帥 西  如 |10

VR6年 範,H切 27m コ 9 Ⅲ☆1141 1 0 1  T H ) 牡 010 St'

14X7年 artO I'0 201 i61 59“ 平夜 171 3970“ 0 をい 如 " 5

ヤ定お年 ASS S00 235310 " S 平110年 401 '30 |,1 も" IU″

十成9年 “01 8'じ 212'● J “Ⅲl 平成 1,■ 1つⅢ2H) ″イ,180 660

TR nヽ JO●抑 加 ! つつ0 的 1 7俺 m年 lnS 2的 2'19″ 0 i01

■店"年 白に 抑 苺々 抑 的 1 平t21草 fi m “,2的 70 1

●"rnに ど‐女Iル ,R'■ tlⅢ lttr宝4X101

神奈川R面 工労働部 「Tl‖ 宗賀金●関西篤案報告8(平 庭 2■ 2月 )Jよ り

ほ策の内事

(1)男 女平等な雇用のに進

主として=牽 所等を対象に 男 女雇用機会均等法などの周知を行
い、意識啓猪を図ります。

(2)雇 用環境改善のための支握の充実

正規雇用、力正規雇用の資金格芝や労働条件改善に向けた様々な
静座や相機、就職に向けた面接会などの情報提供を行います。また、
関係機関とと悌しながら駐恥面螢会やt8苺会を開偶しま坑

(3)青 児 介 霞休葉などの制度の周知及び普及の促逆

事業所奪や労働者に対して、青児や介護のための体業制度につい
て月知し、制度の普及を促進します。
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施策の基本的方向

基本目幅lt仕 事を生活の開和雄渡の こめの18規づくり

夫婦共働き世帯のjgヵ耐こ伴い 保 有□や児童クラブなど子声て環境を支援

する事業について さ らなる充実が求められています.

家事や青児 介 議などの家庭生活においては 性 別による固定的な役割分

担意職が根強いことや職場等での背児 介 護体業への理解などの問題から

まだまだ女性にその役割が偏っているのが現状です。

男女がともに仕事と生活の調和のとれた日常を送るためには 育 児や介壌

などを男女が協力して担うことが重要であり 男 性の積極的な参加が本めら

れていると言えます (グラフ①参照)

また 清 掃や防及などの地域活動については 全 国的に男女とも参ll状況

は低いものの 社 会への寅萩意識は高いものがあるので、町においても地域
活動に閉する情報提供を行い 地 域活動への参加を支援 します (グラフOつ
照)

0増 ■●4t,■活霞する (,に)
=と のリーター●蔭 てまに)

0争 確 ijS,`り ま子号 て'に )
は■りをこ (資に)

46

40

車        6防

。あまり必要でない

ぷ 忌4 2

31

0介 ほ=ロヘリ,■李加 (身に)
のに送 てま■)

0,■ て=4め 充実 て日に)
てまほ)

0■ に01t'宝とめ宝豪 て,め
てよ伸

a瞬 にのR「  ■ ■へり (身14)

,コ リ配進 (資に)

0日 女泉カヘリ=と 呼4り 的

0売 東 (■ 的

②'に へり中臣体41 い 0

り充実 (宝的

のt4こ お するヨ=TO(ヨ ほ)

i日 のほと (まに)

〕

i」,'1:!:ヽまf
Oi0 51

2

1 2

2 5

。必要

は        2い

口どちらかと言えば必要

7 6

5 5 12

嘘    亜

。必要ない

穂川町 「窮女共同0固 社会に閥するアンケー ト 〈平成22年 2月 )真 計指興」より

グラフ①今後、審‖町の男女共同参画社室の実現のために、力を入れるべきこと

ヨ8■ ■ ■ ■ 39

02

43

覇古ぶ品

烈 f
::::::!:三

忌
き

を

'

ヨ4 - 4れ
6 6
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基本目橘tE仕事と生るの関和撻遊のための醸長づくり

グラフO社 会へのR献意携の推移 (性別)

賞間内容 :B田

るか そ れとも、
(16)

0●●

700

的 0

500

400

310

200

-8つ ている(男性)

Ⅲ卜あまり考えていない

(男性)

一 思つている(女性)

キ あまり考えていない

て女性)

社会の一員として 向 か社会のために役立ちたいと思つてい

あまりそのようなことtr雪ぇてぃないか。

21 醸 ■年度(平成)

6う0 644

s9,  S02

内閣府 「社会忘顧に関する世腕掘西」より作成

施策の内事

(1)子 育て環境の充実

男女の多様な働き方を支渡するため、保吉環境の充実を図るとと
もに 子 育てに関するね談や情報提供を行います。

(2)ひ とり親宗慶への支援

母子家庭や父子家庭の自立に向けた支援に取り組みま丸

(3)男 性の家Ⅲ 青 児 介 護などへの→加の促進

各種講座の開催や情報提供により 男 性が家事や吉児 介 護に参
加しやすくなるよう意識啓発を図ります。

(4)地 域活動への李加の促進

広報紙やホームページなどで地域活動に関する情報提供を行い
男女の地残活動への参加を支壊しま曳

Ⅲ3



基本目lIM男 女共同鬱画社会実現のための承臓づくり

基本自標

W男 女共同参画社会実現のための意識づくり

男女共同参画社会の形成を実現するためには 職 場や地域 家 庭や学校と

いったそれぞれの場で 町 民一人ひとりが 性 別による固定的な往想分担意

識を見直していくことが必要です.

そこで 職 場や地域において男女平年音談や男女JI同参回についての翠解

を深めるための研修や弾減会などを実地することにより 町 民への意識Pa4発

を図ります。

また 家 庭において男女共同多画き級の議成を図るとともに 学 校におい

ては男女平等教育推進と■枝教育関係右への意試啓花や研修の充実を国りま

う。

職場における労女平等意識についてはまだまだ低いという認識がり1く 改

善が望まれています (グラフt3参照),事 業所年において労働環境が整備され

ることと同ほに そこで働く人=の 音設が高まることがとても重要です.
また 地 域活動についても 性 別にとらわれず男女が積極的に活動に参加

することが重要で そ のための意識啓発を図ります`

グラフ0次 の魅面で男女が平等になつていると8い ますか。

施策の基本的方向

°憲
8岳岳号:: 1暑倍| :号!:三昆「]【意官馬景雷SSSまf暑暑呂魯S母そ:富冒]生

9社会全体で
 1晏8『f                              ::

あ,4社転助培て
て
観1吾署還iづ巡慈犠熙言橋説革78

0そう思う    。
拓

Sどちらともいえない
0そう思わない

.ど堵らかと,翻 まそぅ息ず
伍

0どちらかといえ|とそう思わない
oわからない

導川町 「男女共同拶画社室に関するアンケート (平成22年 2月 )集 計矯興」より

10



基本自ほrr男女共同g画社会東規のための癌語文 り

施策の内容

(1)職 場における意段啓発

事業所等における男女共同参画E解 のための研修套実lLIを促進 し

ます。

(2)地 年におけるを強啓発

町民の意践啓発を図るために 男 女共同参面に開とする講演会な

どを開格 します。

将来を担 う子ども態に 家 庭生活を通して男女平年の意徹を持ってもらう
ことはとても大切です。そのためには ま す保護者の男女共同参画に対する

言議を高めることが必要であり そ のための講座などを開慨 します。

学校においても 子 ども達に対する"女 平等についての敬奇とともに 学

技教育関係者への子践啓発が重要であり そ のために老要な学習や研修を開

催 します (グラフ0壊帥

施策の基本的方向

グラフ〇男女共同つ画社会を実現するために学校や社去教育の閉等で必要な取網

0は 言 〔毎わる大よ身女央rn,日 を江

確するためのないIF,(男 性)

(=忙)

④幼いて" さヽい)塚から日立0● “を■

み あ まマ字を■とする強"て,0

(す0

9と Bに とヽわれすイtと0り “々なう

,に ●出可にな,口 と'Ottい て,0

(よに)

0■にの人権の観点かL即などの
予賄破,(,0

(貢に)

銃 数■の売宝 (場忙)

(まと)

の強親 t切 績 体ltめ完奏
(窮に)

(女t●E )

21

1 '

2 3

霊:|:こ1

0必 要

073       20%

●どちらかと言えば必要

40%     的 X

。あまり必要でない

0 12

421039

60材      199L

口必要ない

69

1,

S2ロュfミt“

B4H15

塞"町 「勇女共同書蔭社袋に関するアンケート (平成22年 2月 )虫 肘魅泉」より

2 0



甚本目相rv7男女共同鬱画社会実現のこめの忍臓づくり

施策の内暮

(1)求 産における意識啓発

男女がお二いの役割を理解 し、尊重する青破を醸成するために、
生活に密着した韓座や講演会を開催 しま丸

(2)学 技における意議啓発

児童 生 後向けに人権尊重を基磯とした人権教育を推進するとと

もに 学 校教育関係者向けに各種の研修全を実た しまれ

21



第 5章

計画の推進



計画のほ選

計画の推進

1 町 民参aEによる推逆
この計画を推進するためには、町民が 「男女共同参画社会の形成Jに つい

て自分自身の問題として捉え 計 画の推進に主体的に閃わることが必要です。
そのために さ むかわ男女共同参画プラン推進協議会を継続して設置し、

公募の委員や関係団体を代表する妾員として 町 民が計画の推進に関わる機

会を保障します。
また 同 推進機残会の会議内容を公表することにより 町 民との情報去有

を図りまえ

2 庁 内の推進体制
実施計画に位置付けられた事業の推進にあたり 関 係各限争との連携 協

力を図るため、さむかわ男女共同多画プラン連絡会を維統して最置します。

この計画の基本理念である 「男女共同参rtt会 の形成」のためには 町 は

もとより 町 民や事業所、関係団体などさまざまな主体の理解と協力が欠か

せません。計画の推進にあたっては そ れぞれの役割に応した関わりができ

るよう体制を整備 し、連携を図りながら取り紅みまえ

3 関 係各機関との連掟
f男女共同参画社会の形成Jの ためには 町 内のみならず、国や県 近 隣

市町既やその他の関係団体などとの遮携がとても重要です。こうした関係各

機関との情報交換を円滑に行うとともに 互 いに連携 ね 力しながら計画の

推進を図りまれ

4 81画 の進行督建

gr面の進行管理は 実 施計画に位置付けられた事業の進捗状況について

関係各課寄からの報告をもとに行います。取りまとめた内容について、さむ

かわ男女共同参画ブラン推進協議会に報告し ご 意見をいたださまえ

ｔ
ｕ

力
，


